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 国際課税、金融・証券税制および特定目的会社

等にかかる主な改正点 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

は、プライスウォーターハウスクーパース(PwC) 
グローバルネットワークの日本におけるメンバー 
ファームです。公認会計士、税理士等約 580 人の

スタッフを有する日本最大級のタックスアドバイ 
ザーであり、そのうち、約100名が金融部に所属し

ています。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人

の申告、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、

連結納税制度など幅広い分野において税務コン

サルティングを提供しています。 

 
2008年12月12日、自由民主党より2009年度税制改正大綱（以下、

「自民党大綱」）が発表されました。投資ファンドの税制にかかる主な

改正点につきましては、2008 年 12 月 12 日配信のニュースレターに

てご紹介済みですが、本ニュースレターでは自民党大綱のうち、国

際課税（投資ファンドの税制を除く）、金融・証券税制、特定目的会

社等に関する課税および土地税制等に関する主な改正点について

ご紹介いたします。 

 
PwC のグローバルネットワーク (www.pwc.com) 
に属する PwC 各メンバーファームは、クライアント

およびクライアントを取り巻く人々の信頼の確立と、

価値の向上を目指して、監査、税務、アドバイザ 
リーサービスにおいて、クライアントの業種に焦点

をあてたサービスを提供しております。PwC は、 
世界153カ国に155,000人のスタッフを有し、常に

新たな視点からクライアントのご要望に即したアド

バイスを提供できるよう、そのネットワークを十分

に活用して問題解決に取り組んでいます。 
 
私どもが提供しておりますニュースは、概略的な

内容をご紹介しているにすぎません。個別案件へ

の対応、またはより専門的な案件への取り組みに

際しましては、ぜひ私どもの金融部を皆様のよき

パートナーとしてご利用ください。 
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〒100-6015  
東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 
霞が関ビル15階 
電話 : 03-5251-2400（代表） 
http://www.pwc.com/jp/tax 
 

 
*connectedthinking 

 

特に、外国子会社配当益金不算入制度につきましては、従来の間

接外国税額控除制度に代わって導入されるもので、海外にグルー

プ展開する日本企業の資金計画や展開戦略に影響を与えることが

考えられます。また、特定目的会社等にかかる機関投資家の範囲

見直し等の改正については、証券化や投資法人の再編等のストラク

チャリングの幅を拡げるものと考えられます。 
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国際課税 

1. 外国子会社配当益金不算入制度の創設および間接外国税額控除制度の廃止 

 

内国法人が発行済株式等の 25%以上を配当支払義務確定日以前 6 月以上前より保有している外国子会社から

受ける配当等の額について、確定申告書への一定の明細の記載および一定の書類の保存を要件に、その内国

法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする制度が創設され、間接外国税額

控除制度は、所要の経過措置を講じた上、廃止されます。 

 

内国法人が外国子会社から受ける配当等の額につき益金の額に算入しないこととする場合には、その配当等

にかかる費用に相当する金額としてその配当等の額の 5%に相当する金額が、益金の額に算入しないこととさ

れる配当等の額から控除されます。また、その配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、その内国法

人の各事業年の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされるとともに、外国税額控除の対象とさ

れません。 

 

上記の改正は、内国法人の2009年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等

について適用されます。 

 

2. 内国法人等の特定外国子会社等にかかる所得の課税の特例（いわゆるタックスヘイブン税制）について 

 

1.の改正に伴い、タックスヘイブン税制について以下の措置等が講じられます。 

 

(1) 特定外国子会等が支払う配当等の額は、合算対象とされる金額の計算上控除しないこととされます。 

(2) 特定外国子会社等が受ける一定の配当等の額は、確定申告書に明細書の添付がある場合に限り、合算

対象とされる金額の計算上控除されます。 

 

上記の改正は、特定外国子会社等の2009年4月1日以後に開始する事業年度にかかる合算対象とされる金額

について適用されます。 

 

3. 組合型投資ファンド課税（１号PE）の見直しおよび特定の外国組合員にかかる事業譲渡類似課税の特例 

 

2008 年 12 月 12 日配信の金融部ニュースレターをご参照ください。 

 

金融・証券税制 

1. 上場株式等の配当所得および譲渡所得等に対する税率の特例の見直しならびに源泉徴収選択口座における

源泉徴収税率の特例の延長が行われます。 

 

2. カバードワラントに対する課税方式等の見直し 

 

先物取引にかかる雑所得等の課税の特例の対象に、居住者等が金融商品取引所で取引されるカバードワラン

トを譲渡した場合における譲渡所得等および当該カバードワラントにかかる差金等決済をした場合における雑

所得等が加えられます。当該見直しにより、金融商品取引所で取引されるカバードワラントの課税関係につい

ては、これまでの総合課税から分離課税へと変更されることとなります。 

 

上記の改正は、2010年1月1日以後に行われるカバードワラントの譲渡および差金等決済について適用されま

す。 
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特定目的会社等の課税の特例にかかる改正 

1. 機関投資家の範囲の見直し 

 

これまで、機関投資家の定義に特定目的会社は含まれないとされていましたが、今回の改正により、「特

定社債が機関投資家のみによって引き受けられたものであること」および「特定目的借入れが機関投資

家からのものであること」の要件を判定する場合に、原資産を不動産とする特定目的会社が発行する特

定社債、特定目的借入れ等を証券化する特定目的会社は機関投資家として判定を行うこととされます。 

  

2. 90%超の配当支払要件の見直し 

 

特定目的会社や投資法人等にかかる導管性要件の一つである支払配当の額が配当可能所得の金額の 90%

相当額を超えていることとする要件が、支払配当の額が配当可能利益の額の 90%相当額を超えていると

の要件に見直されます。負ののれんがある場合には、その発生事業年度において配当可能利益の額から

控除する等所要の調整措置が講じられます。 

 

3. 配当見合いの合併交付金にかかる取り扱いの明確化 

 

投資法人が他の投資法人と合併を行う際に、損金算入の対象となる支払配当等の額に配当見合いの合併

交付金が含まれることが明確化されます。 

 

土地税制 

法人の土地譲渡益（一般・短期）に対する追加課税制度についての適用停止措置期限の 5 年間延長等が

行われます。 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 

 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 
金融部  
〒100-6015  
東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号  
霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表） 
http://www.pwc.com/jp/tax 
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